
神奈川県監査委員公表第６号 

 

監査の結果により講じた措置について 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定に基づき、神奈川県知事から監査の

結果により措置を講じた旨の通知があったので、その内容を公表する。 

 

  令和５年３月 22日 

 

神奈川県監査委員  村  上  英  嗣 

同                吉  川  知 惠 子 

同                中  家  華  江 

同                堀  江  則  之 

同                小  島  健  一 

 

１ 措置の対象となった監査の結果 

令和４年５月 20日（神奈川県公報号外第 28 号）神奈川県監査委員公表第 16号で公表した要改善

事項１団体に係る１事項 

２ 監査の結果及び講じた措置の内容 

  国際文化観光局 

＜財政援助団体等＞ 

監査実施 

団 体 名 
監査実施日 監査の結果 措置の内容 

公益財団法人

神奈川文学振

興会 

 

 

 

令和３年11月

19日及び令和

４年３月７日

（令和３年９

月22日職員調

査） 

 

 

 

 

 

（要改善事項） 

公益財団法人神奈川文学振

興会における電力需給契約に

ついて、電力の小売自由化に

より他の小売電気事業者（電

気の小売を行う事業者として

政府が登録した事業者をい

う。）からも電気の供給を受

けることができる状況となっ

ているにもかかわらず、従前

に引き続き、東京電力エナジ

ーパートナー株式会社と一者

随意契約を締結していた。 

（以下令和４年５月20日（神

奈川県公報号外第28号）神奈

川県監査委員公表第16号中、

第８監査の結果１⑴エのとお

り） 

 

要改善事項については、指定

管理施設である神奈川県立神奈

川近代文学館の設置目的である

文学資料の保存・管理を実施す

るために必要な電力供給が可能

な事業者名簿を作成し、公益財

団法人神奈川文学振興会経理規

程に基づき、令和５年度中に指

名競争入札を実施し、事業者を

選定することとした。 

県は、今後の適正な事務執行

について、指導した。 

 


